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第 章    計画の概要

１ 計画策定の趣旨 

近年、障害の重度化と障害のある人の高齢化が進む中で、障害福祉のニーズはます

ます複雑多様化しており、すべての障害のある人にとって、地域で安心して生活でき

るまちづくりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障害の有

無によって分け隔てられることなく、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊

重し合い、ともに支えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求められ

ています。 

国は、平成25年４月に障害者自立支援法を改正し、障害の定義に難病等を追加し、

地域社会における共生の実現に向けて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成28年

５月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する

法律」が成立し、障害のある人の望む地域生活の支援の充実や障害のある子どもへの

支援ニーズの多様化に対しきめ細かな対応等を図ることとしています。 

また、平成26年1月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成28年４月に、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし

た「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」と

いう。）及び雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止及び障害のある人が

職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定め

る「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されています。 

高齢福祉、子ども・子育て支援等に関する各制度の成熟化が進む一方で、人口減少、

家族・地域社会の変容などにより、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いなが

ら、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現が求めら

れています。 

昨今、支援が必要な方が、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援

を必要とするといった状況もみられ、年齢を重ねるにつれて、これまで以上に複雑多

様な生活課題を抱えていくことになることから、総合的な支援が必要とされています。  

また、国の基本指針では、直近の障害者施策の動向等を踏まえ、令和３年度から令
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和５年度までの第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の策定にあたり、障害

福祉人材の確保や障害者の社会参加を支える取組が盛り込まれるなど、見直しがされ

ています。 

本市では、平成30年３月に「加東市障害者基本計画・第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画」を策定しています。「加東市障害者基本計画」は令和５年度までを計

画期間とする本市の障害者保健福祉の大きな方向性を示す計画となっています。また、

「加東市第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」は計画期間が令和２年度をも

って終了することから、本市の障害者施策を引き続き計画的に推進していくため、新

たに令和３年度を初年度とした「加東市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」

を策定するものです。 

基本指針は、障害者総合支援法第87条第１項及び児童福祉法第33条の19第１項

の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施

を確保することを目的として、作成されたものであり、障害福祉計画・障害児福祉

計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が策定するものです。 

基本指針の見直しの主なポイントは、以下のとおりとなります。 

① 地域における生活の維持及び継続の推進 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 福祉施設から一般就労への移行等 

④ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

⑤ 発達障害者等支援の一層の充実 

⑥ 障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

⑦ 障害者による文化芸術活動の推進 

⑧ 障害福祉サービスの質の確保 

⑨ 福祉人材の確保 
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２ 障害者支援に関する近年の国の政策動向について 

「障害者自立支援法」施行（平成 18 年 4 月～） 

「障害者の権利に関する条約」に署名（平成 19 年 9 月署名） 

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について（平成 22 年 6月閣議決） 

平成 22 年 12 月の 
「障がい者制度改革推進会
議」にて「障がい者制度改
革」の推進のための第二次意
見」を取りまとめ 

「障害者自立支援法」等の一
部改正 
○公布日（平成 22 年 12 月 10
日）施行 

・発達障害が障害者自立支援
法の対象になることを明確
化 

○平成 23年 10 月１日施行 
・グループホーム利用の助成
○平成 24年４月１日施行 
・応能負担原則の見直し 
・支給決定プロセスの見直し

平成 23 年 8月成立 
「障害者基本法」改正 
・公布日（8月 5日）施行 
一部は政令で定める日 

・推進会議の第二次意見に基
づき改正案を策定 

・差別の禁止、教育、選挙に
おける配慮等を規定 

平成 25 年 9月閣議決定 
「第３次障害者基本計画」 
（平成 25年度～29 年度） 
・５年計画に変更 
・基本原則の見直し（地域社
会における共生、差別の禁
止、国際的協調、障害者の
自己決定の尊重） 

・安全・安心、差別の解消及
び権利擁護の推進、行政サ
ービス等における配慮の３
分野の追加 

平成 30 年閣議決定 
「第４次障害者基本計画」 
○総論の主な内容 
・当事者本位の総合的･分野横
断的な支援 

・障害のある女性、子供、高
齢者の複合的な困難や障害
特性等に配慮したきめ細か
い支援 

・障害者団体や経済団体とも
連携した社会全体における
取組の推進 

・「命の大切さ」等に関する理
解の促進、社会全体におけ
る「心のバリアフリー」の
取組の推進 

平成 24 年 6月成立 
（平成 25年 4 月施行）
「障害者総合支援法」制定 
○社会モデルに基づく理念の
具現化 

○ケアホームとグループホー
ムの統合、重度訪問介護の
範囲拡大、難病患者への支
援など） 

○地域生活支援事業の追加 
平成 25 年 6月成立 
（平成 28年 4 月施行）
「障害者差別解消法」制定 
○差別禁止部会の意見に基
づき策定 

○差別の禁止、人権被害救
済などを規定 

平成 28 年 5月成立 
（平成 30年 4 月施行）
「障害者総合支援法」「児童福
祉法」の一部改正 
○重度訪問介護の訪問先拡大 
○就労定着支援の創設 
○自立生活援助の創設 
○補装具の借り受けの場合の
補装具費支給 

○高額障害福祉サービス等給
付の支給対象拡大 

○居宅訪問型児童発達支援の
創設 

○保育所等訪問支援の支援対
象拡大 

○障害児福祉計画の作成 
○障害児通所支援、障害児入
所施設の一部総量規制 

○医療的ケア児に対する支援
の連携  等 
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３ 計画の位置付け 

「加東市障害者基本計画」は、本市の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するた

めの基本計画であり、市民、関係機関・団体、事業者、市（行政）が、それぞれに自

主的かつ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第３項に

基づく「市町村障害者計画」として位置づけています。 

「加東市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」は、国の基本指針に基づき、

障害のある方の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和５年度末に

おける成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制

を確保するための方策について定める計画で、それぞれ障害者総合支援法第88条第１

項の規定に基づく「障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20第１項の規定に基づく「障

害児福祉計画」として位置づけています。 

策定にあたっては、ひょうご障害者福祉計画並びに加東市総合計画における障害者

施策との整合性を図りました。 

【 国 】 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

整合 

整合 

【 兵庫県 】 

加東市第６期障害福祉計画・ 
第２期障害児福祉計画 

・加東市教育振興基本計画 

・加東市子ども・子育て支援事業計画 

・加東市高齢者保健福祉計画・介護保険 

事業計画 

・加東市人権尊重のまちづくり基本計画 

・加東市健康増進計画    

整合・連携 

加東市障害者基本計画 

ひょうご障害者 

福祉計画 

整合 
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４ 計画の期間 

「加東市障害者基本計画」は、平成30年度から令和5年度までの６年間を計画期間

としています。 

「加東市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」は、国の基本指針に基づき、

令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とします。 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

５ 計画の策定体制 

本計画の策定に当たり、学識経験者、行政関係者、各種団体代表者等で構成する「加

東市障害者支援地域協議会」において、新たな計画に関し、議論を積み重ねました。 

また、広く市民からパブリックコメントを募集するなど、計画への反映に努めまし

た。 

６ 計画の対象 

本計画における「障害者」「障害のある人」とは、手帳の有無にかかわらず、身体障

害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等があるために、日常生

活や社会生活の中で何らかの制限を受ける状態にある人（障害者基本法第２条第１項）

を計画の対象とします。

加東市障害者基本計画 

加東市第６期障害福祉計画・ 

第２期障害児福祉計画 

加東市第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画 

次期 加東市障害者基本計画

加東市第５期障害福祉計画・

第１期障害児福祉計画 
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総人口 障害者手帳所持者数 障害者手帳所持者数の割合

第 章    本市の障害者を取り巻く状況

１ 障害者の状況 

（１）障害者手帳所持者の状況 

① 人口、障害者手帳所持者数の推移 

本市の総人口は、令和２年４月１日現在、40,214人で増減を繰り返しながら、や

や増加しています。 

障害者手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、2,073人で人口総数に占める障害

者手帳所持者の割合は5.2％と横ばいで推移しています。 

人口、障害者手帳所持者数の推移 

資料：人口は住民基本台帳（各年 4月 1日現在）、障害者手帳所持者数は社会福祉課（各年 4月 1日現在） 

39,613 39,840 40,192 40,057 40,050 40,214

1,967 1,988 2,009 2,024 2,065 2,073

5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2

0.0

2.0

4.0

6.0

0

20,000

40,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（％）(人)
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身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

② 障害者手帳別所持者数の推移 

障害者手帳別の所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあ

り、令和元年度末現在、1,412人となっています。 

一方、療育手帳所持者数は増加傾向にあり、令和元年度末現在、350人となってい

ます。精神障害者保健福祉手帳所持者数も増加傾向にあり、令和元年度末現在、311

人となっています。 

障害者手帳別所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在）（※複数手帳所持含む）

（２）身体障害者の状況 

① 年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移 

年齢階層別の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、65歳以上の所持者数は減少

傾向にあり、令和元年度末現在、1,039人となっています。 

また、18歳以上65歳未満、18歳未満は令和元年度末現在、それぞれ346人、27

人となっています。 

年齢階層別身体障害者手帳所持者数の推移

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

40 34 36 30 28 27368 363 366 348 342 346

1,072 1,088 1,064 1,065 1,067 1,039

1,480 1,485 1,466 1,443 1,437 1,412

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

1,480 1,485 1,466 1,443 1,437 1,412

278 296 316 332 341 350

209 207 227 249 287 311
1,967 1,988 2,009 2,024 2,065 2,073

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上
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視覚障害 聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由

内部障害 項目Ｆ

② 等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

等級別の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、１級が406

人と最も多くなっています。また、１級と２級を合わせた重度の方が約４割となって

います。 

等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在）

③ 障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移 

障害の種類別の身体障害者手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、肢体

不自由が848人（60.1％）と最も多く、次いで内部障害が390人（27.6％）となっ

ています。また、内部障害の手帳所持者数は増加傾向にあり、肢体不自由の手帳所持

者数は減少傾向にあります。 

障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在）

398 407 411 412 414 406

214 214 209 202 197 188

229 217 216 206 212 210

427 424 411 410 409 405

122 130 127 123 117 114

90 93 92 90 88 89

1,480 1,485 1,466 1,443 1,437 1,412

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

80 75 74 74 75 80
84 87 89 88 86 84
12 14 13 12 12 10

966 955 931 899 881 848

338 354 359 370 383 390

1,480 1,485 1,466 1,443 1,437 1,412

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)
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（３）知的障害者の状況 

① 年齢階層別療育手帳所持者数の推移 

年齢階層別療育手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、18歳未満は116

人、18歳以上65歳未満は220人、65歳以上は14人となっています。 

年齢階層別療育手帳所持者数の推移

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

② 障害の程度別療育手帳所持者数の推移 

障害の程度別の療育手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、Ｂ２判定の

手帳所持者数が151人で最も多く、次いでB１判定の手帳所持者数が103人となって

います。また、B2判定の方が増加傾向にあります。 

障害の程度別療育手帳所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在） 
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（４）精神障害者の状況 

① 年齢階層別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

年齢階層別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、

18歳未満が４人、18歳以上65歳未満が226人、65歳以上が81人となっており、手

帳所持者数は年々増加しています。 

年齢階層別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

② 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、令和元年度末現在、２

級の手帳所持者数が184人で最も多く、次いで３級の手帳所持者数が88人となって

います。また、２級と３級で、手帳所持者数は年々増加しています。 

等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在）
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③ 自立支援医療費（精神通院医療）申請者の推移 

自立支援医療費（精神通院医療）申請者の推移をみると、自立支援医療費（精神通

院医療）申請者数は概ね横ばい状態にあり、令和元年度末現在、584人となっていま

す。 

自立支援医療費（精神通院医療）申請者の推移 

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

（５）難病患者等の状況 

難病患者数の推移をみると、特定疾患認定患者数は平成30年度まではやや増加傾向

にあり、令和元年度末はやや減少しています。 

また、小児慢性特定疾患患者数は増減を繰り返しており、令和元年度末現在、31人

となっています。 

難病患者数の推移 

資料：加東健康福祉事務所（各年度末現在） 
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２ 就園・就学の状況 

（１）認定こども園・保育所・幼稚園の状況 

特別な支援を必要とする児童の在籍状況は、令和２年4月現在、認定こども園106

人、保育所19人となっています。 

認定こども園・保育所・幼稚園の状況 
単位：人・施設 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

認定こども園 

在籍児数 1,037 1,115 1,122

対象児数 127 116 106

加配保育士数 13 12 11

施設数 12 11 11

保育所 

在籍児数 166 154 150

対象児数 39 23 19

加配保育士数 3 3 3

施設数 4 4 4

幼稚園 

在籍児数 131 44 46

対象児数 8 8 0

加配保育士数 1 0 0

施設数 2 1 1

資料：発達サポートセンターはぴあ・こども教育課（各年 4月現在） 

（２）通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒数 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒数が、全児童・生徒数に占め

る割合は、平成30年度以降増加傾向にあります。 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒数 
単位：人 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 
人  数 231 228 252

全児童に占める割合 12.4% 12.6% 13.9%

中学校 
人  数 45 60 61

全生徒に占める割合 4.7% 6.6% 6.7%

資料：発達サポートセンターはぴあ （各年 4月現在）
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（３）特別支援学級の状況 

障害の種別でみると、小学校の「知的障害」「自閉・情緒障害」が、学級数・児童数

ともに増加しています。 

特別支援学級の状況 
単位：学校・学級・人 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 

学校数 10 10 10

設置校数 8 8 8

学級数 18 17 21

児童数 57 62 75

中学校 

学校数 4 4 4

設置校数 3 3 3

学級数 5 5 5

生徒数 15 16 13

資料：学校教育課（各年 4月現在） 

単位：学級・人 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

知的障害 

小学校 
学級数 8 7 9

児童数 22 28 33

中学校 
学級数 3 3 3

生徒数 8 6 6

自閉・情緒

障害 

小学校 
学級数 8 9 10

児童数 32 32 39

中学校 
学級数 2 2 2

生徒数 7 10 7

難聴 

小学校 
学級数 1 0 0

児童数 1 0 0

中学校 
学級数 0 0 0

生徒数 0 0 0

肢体不自由 

小学校 
学級数 1 1 2

児童数 2 2 3

中学校 
学級数 0 0 0

生徒数 0 0 0

資料：学校教育課（各年 4月現在） 
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（４）通級指導の状況 

通級指導教室は、令和２年４月現在、小学校に2教室、中学校に１教室あり、対象人

数は年々増加しています。 

通級指導の状況 
単位：教室、人 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

ＬＤ／ＡＤＨＤ

等 

教室数 2 2 3

対象人数 25 28 41

資料：発達サポートセンターはぴあ（各年 4月現在） 

（５）特別支援学校の状況 

特別支援学校は、令和２年４月現在、県立北はりま特別支援学校に33人、県立姫路

聴覚特別支援学校に2人、県立高等特別支援学校に6人、県立西神戸高等特別支援学校

に1人となっています。 

特別支援学校の状況 
単位：人 

学校名 小学部 中学部 高等部 合計 

県立北はりま特別支援学校 9 7 17 33

県立姫路聴覚特別支援学校 2 0 0 2

県立高等特別支援学校 6 6

県立西神戸高等特別支援学校 1 1

資料：教育総務課（令和 2年 4月現在） 



15

３ 雇用・就労の状況 

（１）民間企業における雇用状況 

兵庫県内の民間企業における障害者の雇用状況をみると、実雇用率は、平成27年か

ら令和元年までの間に、1.97％から2.16％に上昇しています。 

また、平成29年まで増加傾向だった法定雇用率達成企業の割合は、平成30年4月に

法定雇用率が引き上げられたことも影響し、平成30年に一旦減少し、令和元年６月１

日時点で51.0％となっています。 

本市における障害者の就労に関する相談は、毎年一定の割合で相談があります。 

兵庫県内の民間企業における雇用状況 
単位：企業、人 

企業数 

（企業） 

雇用状況 雇用率達成

企業の割合

（％） 
算定基礎労働者数 

（人） 

障害者数 

（人） 

実雇用率 

（％） 

平成 27年 3,069 675,096.0 13,266.5 1.97% 51.8%

平成 28 年 3,087 680,229.0 13,396.5 1.97% 51.9%

平成 29 年 3,157 697,919.0 14,165.0 2.03% 52.7%

平成 30 年 3,458 725,173.5 15,268.0 2.11% 48.2%

令和元年 3,473 728,571.0 15,727.5 2.16% 51.0%

資料：兵庫労働局（各年６月１日現在） 

就労に関する相談対応件数 
単位：件 

相談先区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

加東市健康福祉部社会福祉課 134 123 101

加東市障害者相談支援センター 112 224 239

北播磨障害者就業・生活支援センター 336 261 271

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

相談支援により一般就労につながった人 
単位：人 

相談先区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

県立北はりま特別支援学校から 0 1 0

障害福祉サービス（就労系サービス利用者）
から

5 6 5

北播磨障害者就業・生活支援センターから 6 2 3

資料：社会福祉課（各年度末現在） 
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４ 成果目標・取組指標の達成状況 

第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画の成果目標及び取組指標の達成状況

については次のとおりです。なお、障害福祉サービス、地域生活支援事業、障害児通

所支援等の利用状況の実績については、第５章以降で見込みとともに記載しています。 

■ 成果指標 

（１）福祉施設から地域生活への移行促進 

① 2020（令和２）年度末までの施設入所者の地域移行 

【国の目標値】 

・2016（平成 28）年度末時点から９％以上移行 

単位：人 

第５期成果目標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込 

地域生活移行人数 5 0 2 5

H28 年度末時点（57人）
からの移行割合 

8.8% 0％ 3.5% 8.8%

② 2020（令和２）年度末の施設入所者数 

【国の目標値】 

・2016（平成 28）年度末時点から２％以上削減 

単位：人 

第５期成果目標 第５期実績 

基準値(平成28年度末） 目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

施設入所者数 57 55 52 54 55

増減 ▲2 ▲5 ▲3 ▲2

削減率 3.5% 8.8% 5.3% 3.5%
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【国の目標値】 

・保健、医療、福祉関係者による協議の場を、2020（令和２）年度末までに設置 

北播磨圏域内の5市1町による北播磨障がい福祉ネットワーク会議と、北播磨県民局

（加東健康福祉事務所）の共催による「精神障害者地域移行・地域定着支援にかかる

精神科病院と行政による圏域連絡会議」の場が出来ました。 

【参加者】加東健康福祉事務所、精神科病院、市町担当課（障害福祉、高齢福祉）、障

害者相談支援センター、圏域コーディネーター、県精神保健福祉センター等 

【協議内容】・北播磨管内の長期入院患者の実態報告 

・事例検討会議の報告 

・地域移行・地域定着の推進に関する協議 他 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

【国の目標値】 

・2020(令和２)年度末までに、各市町村・圏域の地域生活支援拠点等を少なくとも１つ整
備 

市内だけでは拠点となる施設や機関が少ないため、北播磨圏域での設置も含めて管

内市町と協議しています。 

（４）福祉から一般就労への移行促進 

【国の目標値】 

・2020（令和２）年度末時点の一般就労移行者数を、2016（平成 28）年度の 1.5 倍以上に
する 

・2020（令和２）年度末の就労移行支援利用者数を、2016（平成 28）年度の２倍以上にす
る 

・就労定着支援利用者の開始１年後の定着率を、８割以上にする 

・就労移行率３割以上の事業所の割合を、全体の５割以上にする 
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単位：人 

第５期成果目標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

福祉施設から一般就労への 
年間移行者数

3 6 5 3

H28 年度実績（２人）との比較 （150%） （350%） （250%） （150%）

就労移行支援事業の 

月間利用者数 
8 1 6 8

H28 年度実績（４人）との比較 （200%） （25%） （150%） （200%）

就労定着支援事業による 
支援を開始した時点から 

1 年後の職場定着率 
80% - 100% 80%

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

【国の目標値】※圏域での設置・確保も可 

・児童発達支援センターを、2020（令和２）年度末までに少なくとも１か所以上設置 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を、2020（令和２）年度末までに構築 

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を、2020
（令和２）年度末までに少なくとも１か所以上確保 

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を、2018（平成 30）年度末までに設置 

単位：事業所 

第５期成果目標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

児童発達支援センターの 

整備数
1 1 1 1

保育所等訪問支援を 

利用できる体制 
構築 有 有 有

主に重症心身障害児を支援す 

る児童発達支援・放課後等デ 

イサービスの事業所数 

1 0 0 1

医療的ケア児支援のための 

関係機関の協議の場の設置 
設置 調整 有 有

児童発達支援センター及び保育所等訪問支援は、北播磨こども発達支援センターわ

かあゆ園が実施しています。 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援等の事業所は、北播磨圏域内にはあり

ますが、市内にはまだありません。 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置については、令和元年度から

北播磨障がい福祉ネットワーク会議医療的ケア児支援部会が立ち上がりました。
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■ 取組指標 

（１）短期入所施設、グループホームの整備数 

単位：事業所 

第５期取組指標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

市内の短期入所事業所数 1 1 1 1

市内のグループホーム数 3 3 4 4

（２）市から福祉施設等への優先発注数 

単位：上段・件、下段・万円 

第５期取組指標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

障害者就労施設等からの 

物品等の優先調達額 

8 8 8 8

82 93 82 82

（３）手話通訳者・要約筆記者養成数（登録見込み者数） 

単位：人 

第５期取組指標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

登録手話通訳者数 6 4 4 6

登録要約筆記者数 5 5 6 5

（４）障害児支援の提供体制の整備 

単位：人 

第５期取組指標 第５期実績 

目標値（令和２年度末） 平成 30 年度末 令和元年度末 令和２年度末見込

教育と福祉の協議の場の設置 有 有 有 有

障害児の相談窓口の設置 有 有 有 有

医療的ケア児に対する関連分
野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置 
1 2 2 1



20 

第 章    計画の基本的な考え方

１ 障害者施策の基本理念 

本市の障害者施策の基本的な事項や理念を定めた加東市障害者基本計画においては、

「障害のある人が自分らしく暮らせる福祉のまち 加東」を基本理念とし、市民一人

ひとりが互いの違いや多様性を認め合い、人権を基本とした人間関係が広く社会に根

づき、障害の有無に関わらず個人として尊重され、あらゆる場に参加・参画できる、

物理的にも心理的にもバリアフリーな共生社会を構築することを目指しています。 

２ 計画の基本方針 

本計画では、次に掲げる点に配慮し、総合的な自立支援体制の確立を目指します。 

「障害のある人の権利の尊重」 

ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別や程度に関わらず、障害のある人が

自ら居住場所や受ける障害福祉サービス・支援を選択・決定できるように権利擁護を

図っていきます。 

「地域生活移行や就労支援等の課題への対応」 

障害のある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制を充実するとともに、障害のある人の生活を地域全体で支える

システムを実現するため、地域の社会資源を最大限に活用し、地域におけるサービス

提供体制の拠点づくりを進めます。 

「地域共生社会の実現に向けた地域づくり」 

制度の縦割りを越えた柔軟なサービスの確保等に向けた体制づくりを進めるととも

に、地域住民が主体的な地域づくりに取り組むための仕組みづくりを進めます。 
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「地域の実情に応じた障害福祉サービス等の提供体制の充実」 

障害等により、自らの意思を伝えることが難しい人や、地域生活への移行等が困難

な人へのサービス提供体制を充実するとともに、障害のある人やその家族が安心して

地域で生活できる体制づくりを進めます。 

「障害児の健やかな育成のための発達支援」 

障害種別にかかわらず、障害児及びその家族に対し、早期の段階から身近な施設で

支援できるように、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図る

とともに、地域支援体制の構築を図ります。 

また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、福祉、保育、教育、

就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構

築を図ります。 

「障害福祉人材の確保」 

安定的な障害福祉サービスや障害福祉に関する事業を実施していくために、サービ

スの提供体制の確保とそれを担う人材の確保や専門性を高めるための研修の実施、ま

た、他職種間の連携等の体制づくりを進めます。 

「障害のある人の社会参加の支援」 

ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別や程度に関わらず、障害のある人が

多様なレジャーや文化活動などを楽しむことができる環境整備を進めます。 

３ 加東市障害者基本計画との整合 

加東市障害者基本計画は、６つの基本目標に基づき、障害のある人が自分らしく暮

らせる福祉のまちを目指して計画を推進しています。 

本計画が、障害福祉サービス、地域生活支援事業の提供体制の確保とともに、障害

児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等についての必要な見込量等を定め

ます。 
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加東市障害者基本計画の施策体系 

障
害
の
あ
る
人
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち

加
東

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］［ 基本目標 ］ 

１ 総合的な相談体制の充実 

２ インクルーシブ教育の推進 

３ 早期療育の推進 

４ 研修・啓発の充実

１ 就労機会の拡充 

２ 経済的自立の支援 

３ 福祉的就労の支援 

１ 地域医療体制の整備 

２ 保健・医療・福祉の連携強化 

３ 福祉医療制度の充実 

１ 相談支援事業の充実 

２ 福祉サービスの充実 

３ 地域生活支援事業の推進 

１ 福祉のまちづくりの整備推進 

２ 移動手段の整備 

３ 要支援者対応の充実強化 

１ 人権教育・啓発活動の推進 

２ 相談支援体制の充実 

３ 地域福祉活動の促進 

２ 生きがいを持って
働くために 

雇用・就労支援 

３ すこやかなくらし
のために 

保健・医療の充実 

１ ともに育ち、ともに
学ぶために 

インクルーシブ教育の
推進

４ 自立した生活をお
くるために 

福祉サービスの充実 

５ 安全で快適なくら
しのために 

福祉のまちづくり 

６ 共感しあえる地域
づくりのために 

人権尊重のまちづくり 
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第 章    成果目標と取組指標

１ 成果目標 

障害者総合支援法第88条第１項の規定に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第

33条の20第１項の規定に基づく「障害児福祉計画」の成果目標について、国の基本

指針を踏まえるとともに、本市における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和５年

度を目標年度として設定します。 

また、成果目標を達成するための活動指標となる、計画期間の各年度における取り

組みの量を定めます。

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行  

国の基本指針 設定の考え方 

施設入所者数
令和５年度末時点で、令和元年度
末時点の施設入所者数から1.6％
以上削減 

基本指針通り 

地域生活移行者数 
令和５年度末時点で、令和元年度
末の施設入所者数の６％以上が
地域生活に移行 

基本指針通り 

目 標 値 

令和５年度末の施設入所者数（令和元年度末：54 人） 52 人

令和５年度末までの地域生活移行者数（令和元年度末：2人） 4 人

○ 入所施設や相談支援事業所との連携を強化し、住居の確保、地域生活の準備、福

祉サービスの見学・体験のための外出支援、地域における生活に移行するための活

動に関する相談、支援を行います。 

○ 日中サービス支援型共同生活援助など重度化・高齢化に対応したグループホーム

を充実させることにより、障害者が安心して暮らすことができる住まいの場を提供

できるサービス提供体制を確保します。また、地域での生活を体験できるグループ

ホーム体験入居を利用し、地域移行を推進します。

目標実現に向けた取組 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

活動指標 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 3 3 3 

○ 保健・医療サービスの情報提供や、必要な障害福祉サービスの利用を通じて地域

移行支援を進めます。 

（３）地域生活支援拠点等の整備  

国の基本指針 設定の考え方 

地域生活支援拠点等
の整備 

令和５年度末までの間、各市町村
又は各圏域に１つ以上の地域生
活支援拠点等を確保しつつ、その
機能の充実のため、年１回以上運
用状況を検証、検討することを基
本 

基本指針どおり 

目 標 値 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証、検討 年１回以上検証、検討 

活動指標 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

地域生活支援拠点の設置箇所数 0 0 1 

機能の充実に向けた運用状況の検証及び検討の実施回数 0 0 1 

○ 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者が地域で自立した生活

を行うには、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応や、体験の機

会や専門的人材の確保）を確保する必要があり、その取組を行います。 

目標実現に向けた取組 

目標実現に向けた取組 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等  

国の基本指針 設定の考え方 

福祉施設から一般就
労への移行者数 

令和元年度実績の 1.27 倍以上 基本指針どおり 

うち就労移行支
援 

令和元年度実績の 1.30 倍以上 基本指針どおり 

うち就労継続支
援Ａ型 

令和元年度実績の 1.26 倍以上 基本指針どおり 

うち就労継続支
援Ｂ型 

令和元年度実績の 1.23 倍以上 基本指針どおり 

就労定着支援事業の
利用者数 

令和５年度における就労移行支
援事業等を通じて一般就労に移
行する人数の７割が就労定着支
援事業を利用することを基本 

基本指針どおり 

就労定着支援事業の
就労定着率 

令和５年度における就労定着支
援による就労定着率が８割以上
の事業所を全体の７割以上とす
ることを基本 

就労定着率が８割以上 

目 標 値 

令和元年度 令和５年度

令和５年度末の福祉施設から一般就労への移行者数 5 人 7 人 

うち就労移行支援 0 人 1 人 

うち就労継続支援Ａ型  4 人 4 人 

うち就労継続支援Ｂ型  1 人 2 人 

令和５年度における就労定着支援事業の利用者数 0 人 5 人 

令和５年度における就労定着支援事業の就労定着率  100％ 80％ 

○ 福祉施設から一般の企業に就職した方に対して一定の期間、継続的な支援を受け

ることができる就労定着支援を利用し、事業所に対して障害者の特性に応じた環境

づくりを呼びかけるとともに、適切な障害者雇用に努めます。 

○ 有効な障害者雇用促進策について、引き続き、ハローワーク、障害者就業・生活

支援センター、庁内関係課と連携し、企業などに対し、障害者雇用に対する理解促

進及び各種制度の周知に努めます。 

目標実現に向けた取組 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等  

国の基本指針 設定の考え方 

児童発達支援センタ
ーの設置 

令和５年度末までに、児童発達支
援センターを各市町村又は各圏
域に少なくとも１か所以上設置
することを基本 

圏域で北播磨こども発達支援セ
ンターわかあゆ園を設置済 

医療的ケア児支援の
ための協議の場 

令和５年度末までに、各都道府
県、各圏域及び各市町村におい
て、保健、医療、障害福祉、保育、
教育等の関係機関等が連携を図
るための協議の場を設けること
を基本 

令和元年度から北播磨障がい福
祉ネットワーク会議医療的ケア
児支援部会を設置済 

医療的ケア児等に関
するコーディネータ
ーの配置 

令和５年度末までに、各都道府
県、各圏域及び各市町村におい
て、医療的ケア児等に関するコー
ディネーターの配置を基本 

基本指針どおり 

保育所等訪問支援を
利用できる体制構築 

令和５年度末までに、全ての市町
村において保育所等訪問支援を
利用できる体制の構築を基本 

圏域で北播磨こども発達支援セ
ンターわかあゆ園で構築済 

主に重症心身障害児
を支援する児童発達
支援事業所の確保 

令和５年度末までに、各市町村又
は圏域に少なくとも１か所以上
確保することを基本 

圏域で北播磨こども発達支援セ
ンターわかあゆ園で確保済 

主に重症心身障害児
を支援する放課後等
デイサービス事業所
の確保 

令和５年度末までに、各市町村又
は圏域に少なくとも１か所以上
確保することを基本 

基本指針どおり 

居宅訪問型児童発達
支援事業所の確保 

令和５年度末までに、各市町村に
おいて１か所以上確保すること
を基本 

基本指針どおり 

目 標 値 

令和５年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーター

の配置（令和元年度末：2人） 
２人 

令和５年度末までに主に重症心身障害児を支援する放課後等デ

イサービス事業所の確保（令和元年度末：0か所） 
１か所 

居宅訪問型児童発達支援事業所の確保（令和元年度末：0か所） １か所 

○ 主に重症心身障害児や医療的ケア児が利用できる放課後等デイサービス事業所の

整備を推進します。 

目標実現に向けた取組 
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（６）相談支援体制の充実・強化等（新規）  

国の基本指針 設定の考え方 

相談支援体制の充実・
強化等に向けた取組
の実施体制 

令和５年度末までに、市町村又は
圏域において、相談支援体制の充
実・強化等に向けた取組の実施体
制を確保 

基本指針どおり 

目 標 値 

基幹相談支援センター等の総合的・専門的な相談支援の実施及
び地域の相談支援体制の強化を実施する体制の確保 

令和５年度までに確保 

活動指標 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

総合的・専門的な相談支援の実施の有無 有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指
導・助言件数 

60 60 60 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 1 1 1 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 5 5 5 

○ 基幹相談支援センターについては、地域の相談支援の拠点として、設置を目指し

ます。 

○ 地域の相談支援事業所が関わる個別事例に対し、相談支援や必要な障害福祉サー

ビスの提供について専門的な指導や助言を行います。また、県で行われる研修を利

用し、計画的に主任相談支援専門員を養成します。 

目標実現に向けた取組 
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（７）障害福祉サービス等の質の向上（新規）  

国の基本指針 設定の考え方 

サービスの質の向上
を図るための取組み
に係る体制の構築 

令和５年度末までに、都道府県や
市町村において、サービスの質の
向上を図るための取組みに係る
体制を構築 

基本指針どおり 

目 標 値

サービスの質の向上を図るための体制を構築 
令和５年度までに体制
を構築 

活動指標 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研
修への市町村職員の参加人数 

22 22 22 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を共
有する体制の有無 

有 有 有 

○ 利用者のニーズも多岐にわたり、また障害福祉サービスも多様化し、制度改正も

頻繁に行われています。市職員が兵庫県や専門機関が主催する研修会に積極的に参

加し、利用者や市内相談支援事業所に適切な情報を提供するよう努めます。 

目標実現に向けた取組 
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２ 取組指標 

（１）手話通訳者・要約筆記者養成数  

加東市手話言語条例による取組を踏まえ、聴覚障害のある人や難聴者等の意思疎通

を支援し、社会参加を促進するため、手話通訳及び要約筆記者を養成する講座を開催

することで、市の登録者として育成し、意思疎通支援者派遣事業の充実を図ります。 

項  目
第５期基準値 

平成 28年度末

第６期基準値 

令和元年度末

第６期目標値 

令和 5年度末 

登録手話通訳者数 5人 4 人 8 人 

登録要約筆記者数 5 人 6 人 6 人 

（２）短期入所施設、グループホームの整備数  

本市では、平成30年に短期入所事業所が開設し、また、令和元年度にはグループホ

ーム（共同生活援助事業所）が新たに１事業所できました。しかし、障害のある人の

地域移行・地域生活支援の上で重要な短期入所事業所やグループホームはまだ充分で

ない状況です。引き続き、障害のある人を介護する家族を含め、障害のある人の地域

での居宅生活を支援するために、短期入所事業所とグループホームの整備促進につい

て事業者に働きかけます。 

項  目
第５期基準値 

平成 28年度末

第６期基準値 

令和元年度末

第６期目標値 

令和 5年度末 

短期入所事業所数 ０か所 １か所 ２か所 

グループホーム数 ３か所 ４か所 ４か所 
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（３）市から福祉施設等への優先発注数  

障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体等は障害者就労施設等から優先的

に物品等を調達するよう努めることとされています。本市においても「障害者就労施

設等からの物品等の調達方針」を定めて優先的な調達を推進し、施設等で就労する障

害のある人の自立促進を図ります。 

項  目
第５期基準値 

平成 28年度末

第６期基準値 

令和元年度末

第６期目標値 

令和 5年度末 

障害者就労施設

等からの物品等

優先調達額

件数 7 8 8 

金額 

（千円）
800 828 828 

（４）障害児支援の提供体制の整備  

障害のある児童・生徒が、多くの時間を過ごす学校と福祉の連携をより強くするた

めの協議の場及び身近な相談の窓口として設置した発達サポートセンター「はぴあ」

とともに、障害児支援体制の充実を図ります。 

項  目
第５期基準値 

平成 28年度末

第６期基準値 

令和元年度末

第６期目標値 

令和 5年度末 

教育と福祉の協議の場の
設置 

－ 有 有 

障害児の相談窓口の設置 － 有 有 
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第 章    第６期障害福祉計画

１ 障害支援区分の認定状況 

① 認定者数の推移 

本市の障害支援区分認定者（支給決定者）は、令和元年度は50人で、身体障害者16

人、知的障害者26人、精神障害者8人となっています。 

単位：人 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

身体 

居宅 15 13 13

施設 11 18 3

計 26 31 16

知的 

居宅 15 14 11

施設 3 6 15

計 18 20 26

精神 

居宅 3 4 8

施設 0 0 0

計 3 4 8

計 

居宅 33 31 32

施設 14 24 18

計 47 55 50

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

② 認定区分別の障害者数の状況 

本市の認定区分別の障害者数は、令和元年度は身体障害者65人、知的障害者60人、

精神障害者14人となっています。 

単位：人 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

区分１ 0 0 0

区分２ 3 3 3

区分３ 6 0 5

区分４ 12 24 6

区分５ 15 18 0

区分６ 29 15 0

計 65 60 14

資料：社会福祉課（令和元年度末現在）
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２ 障害福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス  

サービス名 内容 

居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事
などの介助や外出時の移動の補助をします。

同行援護 
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支
援を行います。 

行動援護 
知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動する
とき必要な介助や外出時の移動支援などをします。 

重度障害者等
包括支援 

介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護など複数の障害福祉
サービスを組み合わせて支援します。

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度

令和 
元年度 

令和 
２年度

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

居宅介護 実利用者数 人/月 21 21 19 22 22 22 

重度訪問介護 
実利用者数 人/月 1 1 1 0 0 0 

総利用時間 時間/月 434 434 28 0 0 0 

同行援護 
実利用者数 人/月 4 5 5 6 6 7 

総利用時間 時間/月 30 63 36 39 43 47 

行動援護 
実利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0 

総利用時間 時間/月 0 0 0 0 0 0 

重度障害者等
包括支援 

実利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0 

総利用時間 時間/月 0 0 0 0 0 0 

※令和２年度のみ実績見込 

② 見込量の確保のための方策 

○ 訪問系サービスは、現在、市内では社会福祉協議会で１か所、その他市外の事業

所によりサービスが提供されています。今後の地域生活への移行推進を踏まえ、サ

ービスに対するニーズは高まると予想されるため、在宅生活を維持できるよう利用

者ニーズを的確に把握し、必要とされるサービスの提供を図ります。 

○ 利用者が安心して質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、監

査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。
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（２）日中活動系サービス  

サービス名 内容 

生活介護 
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活
動などの機会を提供します。

自立訓練 
(機能訓練・生
活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体
機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、必要となる、
知識や能力向上のための訓練を行います。 

就労継続支援 
一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を
提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇
用契約を結ぶ A型と、雇用契約を結ばない B型があります。 

就労定着支援 
一般就労へ移行した障害のある人が、就労にともなう環境変化による
生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必
要な支援をします。

療養介護 
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や
療養上の管理、看護、介護や世話をします。 

短期入所 
（ショートス
テイ） 

家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

生活介護 
実利用者数 人/月 73 76 77 79 81 83

延利用者数 人日/月 1,409 1,503 1,536 1,603 1,674 1,747

自立訓練 
(機能訓練） 

実利用者数 人/月 2 3 1 1 1 1

延利用者数 人日/月 29 38 26 26 26 26

自立訓練 
(生活訓練） 

実利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0

延利用者数 人日/月 0 0 0 0 0 0

就労移行支援
実利用者数 人/月 1 4 5 5 5 6

延利用者数 人日/月 7 67 85 85 85 97

就労継続支援
Ａ型 

実利用者数 人/月 15 13 13 13 13 13

延利用者数 人日/月 300 265 269 269 269 269

就労継続支援
Ｂ型 

実利用者数 人/月 107 112 115 119 124 128

延利用者数 人日/月 1,656 1,786 1,893 2,024 2,164 2,314

就労定着支援 実利用者数 人/月 1 1 0 1 1 1

療養介護 実利用者数 人/月 5 5 5 5 5 5

短期入所（ショ
ートステイ） 

実利用者数 人/月 19 22 13 24 25 26

延利用者数 人日/月 94 107 73 115 120 125

※令和２年度のみ実績見込 
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②見込量の確保のための方策 

○ 特別支援学校の卒業生や在宅の重度障害者が希望する日中活動系サービスを利用

できるよう、サービス提供事業所の確保や、日中活動系サービスの拡充に努めます。 

○ 地域で自立した生活を送るために、一般就労に必要な訓練を受けることができる

就労移行支援や就労後も障害の特性に沿った環境で仕事が続けられるよう、北播磨

障害者就業・生活支援センター、ハローワーク及び北播磨圏域の就労関係事業所と

の連携を強化し、就労定着支援の利用を推進します。 

○ 短期入所については、緊急時や介護者のレスパイトケアによる利用者のニーズを

把握しながら必要量を見込みます。 

○ 医療的ケアを必要とする人が、身近な地域で必要な支援が受けられるように、支

援体制の充実を図ります。
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（３）居住系サービス  

サービス名 内容 

施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

共同生活援助
(グループホ
ーム) 

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助を
します。

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望す
る精神障害者や知的障害者等について、一定期間にわたる定期的な巡
回訪問や随時の対応により、本人の理解力、生活力等を補う観点か
ら、適時に適切な支援を行います。

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度

令和 
元年度 

令和 
２年度

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

施設入所支援 実利用者数 人/月 50 53 52 52 52 52 

共同生活援助

(グループホー

ム)

実利用者数 人/月 18 18 20 21 22 23 

市内定員数 人/月 15 20 20 20 20 20 

自立生活援助 実利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

○ 施設入所支援について、国の基本的な方向性では、施設入所者の地域生活への移

行が示されていますが、家族の高齢化などによる家族介護力の低下などから新たな

入所希望者も増えている状況です。施設入所が必要な人の状況や、ニーズを把握し

ながら、真に入所を必要とする人の待機状態の解消を図ります。 

○ グループホームについても、施設入所者の地域移行の受け皿として、また、家族

の高齢化などによる需要が高まっているため、関係機関や事業所と連携を強化しな

がら障害福祉サービス事業者に対し、グループホームの開設を働きかけます。 

○ 平成３０年４月から自立生活援助のサービスが始まりましたが、まだ利用者がい

ない状況です。障害者支援施設等から一人暮らしへの移行を希望する障害のある人

のニーズを把握しながら、必要なサービスの提供に努めます。 
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（４）計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援  

サービス名 内容 

計画相談支援 

指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービスを利用するに当たって
の「サービス等利用計画案」を作成します。市は、この計画案を勘案
し、支給決定を行います。また、支給決定後は、指定特定相談支援事
業者が、少なくとも年１回は計画の見直し（モニタリング）を行い、
サービスが適当かを検討します。 

地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院などに入所等をしている障害のある人に
対し、住居の確保、地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のた
めの外出への同行支援、地域における生活に移行するための活動に関
する相談等の支援を行います。

地域定着支援 
居宅で一人暮らしをしている障害のある人に対し、夜間も含めた緊急
時における連絡、相談等の支援を行います。

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

計画相談支援 実利用者数 人/月 40 40 46 49 53 57 

地域移行支援 実利用者数 人/月 0 1 0 1 1 1 

地域定着支援 実利用者数 人/月 0 0 0 1 1 1 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

○ 地域移行支援・地域定着支援については、障害のある人が、地域の一員として安

心して自分らしい暮らしをすることができるよう、北播磨圏域内の精神科病院及び

地域移行支援・地域定着支援事業所と連携してサービス提供体制の確保に努め、積

極的な利用を促します。 
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３ 地域生活支援事業の見込量 

（１）理解促進研修・啓発事業  

サービス名 内容 

理解促進研修・
啓発事業 

地域住民に対して、障害者（児）への理解を深めるための研修や啓
発（イベントや教室の開催、パンフレットの配布等）を行います。

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

理解促進研修・ 
啓発事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

② 見込量の確保のための方策 

○ 理解促進研修・啓発事業については、障害に対する理解を深める研修会を開催す

るとともに、障害の特性や合理的配慮に関する啓発を引き続き実施します。 

（２）自発的活動支援事業  

サービス名 内容 

自発的活動支
援事業 

障害者（児）やその家族、地域住民等による自発的な取組（ピアサポ
ート、災害対策活動、ボランティア活動等）を支援します。

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

自発的活動支援
事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

②見込量の確保のための方策 

○ 自発的活動支援事業については、精神障害者ボランティア活動支援事業を実施し、

貴重な地域資源であるボランティアの養成や活動を支援します。また、知的障害者

の自発的活動支援事業を手をつなぐ育成会に委託し、当事者の自主性を育て地域と

の交流を図る活動を引き続き支援していきます。 
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（３）相談支援事業  

サービス名 内容 

障害者相談支援
事業 

３障害（身体・知的・精神）の就労、生活支援などの問題について
相談に応じるとともに必要な情報の提供、助言等の支援を行いま
す。

基幹相談支援セ
ンター 

３障害（身体・知的・精神）の相談を総合的に行うとともに、地域
の相談支援の拠点として、相談支援事業者間の連絡調整、関係機関
との連携強化、地域移行・地域定着の促進を行います。 

基幹相談支援セ
ンター等機能強
化事業 

相談支援センターに、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的職員
を配置し、また、相談支援事業者等に対して専門的な指導、助言、
情報収集・提供、人材育成の支援等を行い、相談支援機能を強化し
ます。 

住宅入居等支援
事業（居住サポ
ート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいな
い等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整
等に係る支援及び家主等への相談・助言を行います。 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

障害者相談支援
事業 

実施か所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援セ
ンター 

設置の有無 無 無 無 無 無 有 

基幹相談支援セ
ンター等機能強
化事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援
事業 

実施の有無 無 無 無 無 無 無 

②見込量の確保のための方策 

○ 加東市障害者相談支援センターの機能を強化しつつ、引き続き体制の充実を図り

ます。 

○ 地域の相談支援の拠点としての基幹相談支援センターの設置を目指します。 
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（４）成年後見制度利用支援事業  

サービス名 内容 

成年後見制度利用支
援事業 

障害などの理由で判断能力が十分でない人の権利と財産を守る
成年後見制度の利用のための支援を行います。 

成年後見制度法人後
見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる
法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用
も含めた法人後見の活動を支援します。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

成年後見制度利用支
援事業 

人 1 2 2 2 2 2 

成年後見制度法人後
見支援事業 

実施の
有無 

無 無 無 無 無 有 

②見込量の確保のための方策 

○ 障害のある人が安全安心な日常生活を送ることができるよう、成年後見制度の利

用が必要な障害者の把握や、関係機関との連携強化に努め、制度の周知と利用促進、

利用支援体制の充実を図ります。 

○ 成年後見制度法人後見支援事業については、後見等の業務を適正に行うことがで

きる法人を確保するため、北播磨圏域と連携して、法人に対する研修会を開催する

など法人後見の活動を支援します。 
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（５）意思疎通支援事業（コミュニケーション支援事業）  

サービス名 内容 

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のために意思疎通を図
ることに支障がある障害者（児）が社会参加を行う際に意思疎
通を図るため、また、聴覚障害者等と意思疎通を図るため手話
通訳者及び要約筆記者の派遣を行います。

手話通訳者設置事業 
聴覚障害等により意思疎通に手話を必要とする人が、安心して
社会参加ができ、また手話言語を普及させるため市役所に手話
通訳者を設置します。 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業 

利用件数 174 101 103 103 103 103 

手話通訳者派遣 利用件数 149 95 95 95 95 95 

要約筆記者派遣 利用件数 6 6 8 8 8 8 

手話通訳者設置事業 人 0 2 2 2 2 2 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

〇 手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、聴覚障害者や難聴者等、様々な対象者に合

わせた意思疎通支援方法を確保する必要があるため、今後も聴覚障害者等の社会参

加促進のため、養成研修の充実と参加者の増加を図ります。 

〇 手話通訳者設置事業により、２名を設置し、今後も体制維持に努めます。 



41 

（６）日常生活用具給付等事業  

サービス名 内容 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットなど 

自立生活支援用具 介護・訓練支援用具、聴覚障害者用屋内信号装置など 

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計など 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭など 

排泄管理支援用具 ストマ装具など 

居宅生活動作補助用具（住
宅改修費） 

障害者等の居宅生活動作などを円滑にする用具 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

介護・訓練支援用
具 

給付件数 2 4 0 4 4 4 

自立生活支援用具 給付件数 1 5 5 4 6 9 

在宅療養等支援用
具 

給付件数 5 4 2 2 2 2 

情報・意思疎通 
支援用具 

給付件数 4 8 6 7 9 11 

排泄管理支援用具 給付件数 846 872 880 888 896 904 

居宅生活動作補助 
用具 

給付件数 1 1 0 1 1 1 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

〇 日常生活用具の給付では、障害のある人が、自力で在宅生活を営めるよう、各用

具に関する情報を提供し、普及を促進するとともに、引き続き必要なサービスの提

供に努めます。 

○ 排泄管理支援用具については、直腸・ぼうこう機能障害のある人の増加に伴い、給 

付件数も増加している。今後も給付件数の増加に対応し、継続した給付に努めます。 
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（７）手話奉仕員養成研修事業  

サービス名 内容 

手話奉仕員養成 
研修事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援
者として期待される、日常会話程度の手話表現技術を習得した手
話奉仕員を養成します。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

手話奉仕員養成 
研修事業 

修了者数 14 24 13 15 15 15 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

○ 手話ボランティア・通訳者の育成のための講座を継続して実施するなど、必要な

人材の育成・確保に努めます。 

（８）移動支援事業  

サービス名 内容 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な視覚障害者、全身性障害者、知的障害者、精
神障害者及び障害児について、社会生活上必要不可欠な外出及び余
暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

移動支援事業 
利用者数 19 22 20 22 23 24 

延べ時間 1,547 1,860 1,800 1,900 2,000 2,100 

※令和２年度のみ実績見込  

②見込量の確保のための方策 

〇 移動支援について、市内の事業所は１か所ですが、最近では市外の事業所を利用

される方も微増傾向にあります。今後も、利用ニーズに応じたサービスの提供体制

の確保に努めます。
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（９）地域活動支援センター事業  

サービス名 内容 

地域活動支援セ
ンター事業 

地域活動支援センターは、障害者の地域生活を支援する法人が、創
作的活動や生産活動の機会の提供、地域社会との交流促進、また、
サービス類型に応じた訓練や啓発を行う場所です。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

地域活動支援 
センター 

市内 

実施か所/年
3 3 1 1 1 1 

市内 

実人数/年
22 18 8 8 8 8 

市外 

利用か所/年
1 1 0 0 0 0 

市外 

実人数/年
7 1 0 0 0 0 

※令和２年度のみ実績見込 

②見込量の確保のための方策 

〇 地域活動支援センターは、利用者の就労支援施設への移行等により人数が減少し

たことから市内の事業所が１か所のみとなっています。今後も創作的活動や生産活

動の機会の提供、また地域社会との交流促進のため、引き続き事業所支援を実施し

ていきます。
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（10）その他の事業（日常生活支援）  

サービス名 内容 

福祉ホームの
運営補助 

常時の介護・医療を必要としない障害のある人で、単独で生活する力
はあるが、家庭環境等の事由で住居の確保が困難な人に居室を提供す
る福祉ホームの運営費を補助します。

訪問入浴サー
ビス 

身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体
の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

生活訓練等 
障害のある人に対して、日常生活に必要な訓練や指導を行い、社会参
加、社会復帰を支援します。

日中一時支援 

日中において監護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必
要な障害者(児)について、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設
等において活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的
な訓練等を支援するとともに、家族の就労支援及び一時的な休息を図
ります。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度

令和 
元年度 

令和 
２年度

令和 
３年度

令和 
４年度

令和 
５年度 

福祉ホーム
運営補助 

事業所数 箇所 1 1 1 1 1 1 

延利用者数 人日/月 12 12 12 12 12 12 

訪問入浴サ
ービス 

実利用者数 人/月 1 0 1 1 1 1 

延回数 回 16 0 100 100 100 100 

生活訓練等 
実施か所 箇所 1 1 1 1 1 1 

事業数 箇所 1 1 1 1 1 1 

日中一時支
援事業 

実利用者数 人 17 20 20 20 21 22 

延回数 回 720 615 700 750 800 850 

※令和２年度のみ実績見込 
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②見込量の確保のための方策 

〇 福祉ホームについては、現在、１事業所に対し助成を行っています。引き続き利

用が見込まれるため、助成を継続します。 

〇 訪問入浴サービスは、利用者のニーズに合わせた、サービス提供体制を維持しま

す。 

〇 生活訓練等については、障害のある人の社会復帰を支援するために加東市障害者

相談支援センターが実施し、参加しやすい環境を整えるために、必要な利用者への

送迎サービスを継続実施します。 

〇 日中一時支援については、緊急時や介護者のレスパイトケアによる利用者のニー

ズを把握しながら必要量を見込みます。 
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（11）その他の事業（社会参加支援）  

サービス名 内容 

レクリエーシ
ョン活動等支
援 

スポーツやレクリエーション活動を通じて、障害のある人の体力増
強、余暇活動等の機会を提供するため、スポーツ教室や運動会等を開
催し、社会参加を促進します。

自動車運転免
許取得・改造
費助成 

身体障害者の就労等を目的とした自動車運転免許の取得や、自らが運
転するために、所有する自動車の操行・駆動装置（ブレーキ・アクセ
ルなど）を改造する費用を一部助成します。

北播磨圏域で
の意志疎通支
援事業の共同
実施 

手話通訳者・要約筆記者の養成研修について、北播磨圏域の市町で共
同実施し、効率的に研修を開催します。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

レクリエーシ
ョン活動等支
援 

開催回数 2 2 1 2 2 2 

参加人数 102 116 16 120 120 120 

自動車運転免
許取得・改造
費助成 

件数 3 1 1 1 1 1 

意志疎通支援
事業共同実施 

講座数 2 2 1 2 2 2 

修了者数 5 5 3 5 5 5 

※令和２年度のみ実績見込 

②見込量の確保のための方策 

〇 レクリエーション活動等支援事業については、身体障害者福祉協議会に委託して、

障害のある人が主体となって企画するスポーツ教室や「加東市ふれあいパラリンピ

ック」を開催することにより、障害のある人がスポーツに触れる機会を提供し、交

流や社会参加が図れるよう引き続き支援します。 

〇 自動車運転免許取得・改造費助成については、利用ニーズを勘案しながら必要な

サービス提供に努め、社会参加を支援します。 

〇 意思疎通支援事業の共同実施については、北播磨圏域の市町で手話通訳者養成講

座や要約筆記者養成講座を共同開催し、効率的かつ効果的に圏域の意思疎通支援者

の養成を図ります。 
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（12）その他の事業（就業・就労支援）  

サービス名 内容 

更生訓練費給
付 

就労移行支援又は自立訓練事業を利用している非課税世帯の障害のあ
る人に、訓練及び通所に係る経費の一部を助成する更生訓練費を支給
し、社会復帰を支援します。

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

更生訓練費給
付事業 

実給付者数 1 2 2 2 2 3 

※令和２年度のみ実績見込 

②見込量の確保のための方策 

〇 令和元年度末の受給者は２名ですが、今後、就労移行支援の利用者が増加傾向に

あるため、受給者の増加を見込んでいます。 
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４ 権利擁護支援の充実 

国において、平成 28 年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見

制度利用促進法）が施行され、判断能力が不十分になっても尊厳を持ってその人らし

い生活を継続することができるよう、成年後見制度の利用促進に向け「中核機関の整

備・運営」「地域連携ネットワークの整備」等に努めることが明示されました。 

本市では、障害のある人等が、自分らしく生活できるよう相談支援や、福祉サービ

スの利用支援等を行っていますが、成年後見制度の利用については、あまり利用され

ていない現状にあります。 

今後は、知的障害や認知症等の要因により判断能力が不十分な人の権利が守られ、

住み慣れた地域でその人らしい生活を送れるよう、障害者相談支援センターや地域包

括支援センターによる成年後見制度の啓発、相談支援のほか、成年後見利用支援事業

や日常生活自立支援事業の活用等に取り組みます。 

【成年後見制度とは】 

成年後見制度とは、知的障害や認知症等の要因により、自分で判断することが難

しい人について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮し

ながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援す

る制度です。  

判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理や、身の回りの介助

のための介護サービス又は施設への入所などに関する契約を結ぶ必要があっても、

自分で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益であってもよく判断

ができずに契約を結んでしまい、消費者被害に遭うおそれもあります。このような

判断能力が十分でない人を成年後見人等が保護し、本人に代わって財産管理や契約

行為などの支援を行います。
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○取組のための方策

（１）成年後見制度の利用促進のための普及・啓発 

成年後見制度の利用を促進するために、研修会の開催やパンフレットの配布、また

広報等を通して、多くの方に制度の普及啓発を行います。 

（２）権利擁護支援体制の整備 

成年後見制度の利用を必要とする人を発見し、早期の段階から適切に必要な支援に

つなげる地域連携の仕組みを整備します。 

また、総合的な権利擁護支援に係る地域連携ネットワークを構築するため、中核機

関のあり方と権利擁護センター設置に関する検討を行います。 

（３）当事者に寄り添った制度の運用 

成年後見制度の運用に当たっては、後見人等による財産管理の側面のみを重視する

のではなく、障害者等の意思をできるだけ丁寧に汲み取り、その生活を守り権利を擁

護していく意思決定支援や身上保護の側面も重視しながら、利用者がメリットを実感

できるように取り組みます。 
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第 章    第２期障害児福祉計画

１ 障害児福祉サービスの見込量 

サービス名 内容 

児童発達支援 
未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支
援 

肢体が不自由な未就学児を対象に、日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとと
もに、身体の状況により、治療も行います。

放課後等デイサー
ビス 

就学児を対象に、放課後又は休業日に、生活能力の向上に必要な
訓練、社会との交流の促進などを行います。 

保育所等訪問支援 
療育経験のある専門職員が利用ニーズに応じて、保育所や小学校
などを訪問し、集団での生活に特別な支援が必要な児童に対し、
集団生活に適応できるように支援します。

居宅訪問型児童発
達支援 

重度の障害等の状態にあり、外出することが著しく困難で通所支
援を利用できない児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における
基本的な動作の指導、知識技能の付与などを支援します。

障害児相談支援 
障害児通所支援を利用しようとする児童やその保護者に対し、障
害児支援利用計画の作成やサービス事業者との連絡調整などを支
援します。

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

児童発達支援 
実利用者数 22 21 17 21 23 25

延利用者数 108 139 140 153 167 183

医療型児童発達支
援 

実利用者数 12 8 8 12 12 12

延利用者数 68 37 40 60 60 60

放課後等デイサー
ビス 

実利用者数 42 51 60 70 80 90

延利用者数 541 629 790 900 1,030 1,160

保育所等訪問支援 
実利用者数 0 0 2 2 2 2

延利用者数 0 0 4 4 4 4

居宅訪問型児童発
達支援 

実利用者数 0 0 0 0 0 0

延利用者数 0 0 0 0 0 0

障害児相談支援 実利用者数 11 13 21 29 40 55

※令和２年度のみ実績見込
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②見込量の確保のための方策 

○ 障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、福祉、保育、教育、就労

支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制を構築

します。 

〇 児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、利用者のニーズに合わせ必

要な支援を受けることができるよう、サービスの質的向上を推進し、見込量に応じ

た適切な事業所数の確保を図ります。 

〇 医療型児童発達支援については、構成市で運営する、北播磨こども発達支援セン

ター事務組合わかあゆ園が、地域の障害児支援の拠点として重要な施設であるため、

今後も関係市と連携を強化して体制を維持していきます。 

〇 保育所等訪問支援については、現在２名の利用があり、引き続き、学校等関係機

関との連携を図り、ニーズに応じたサービス提供に努めます。 

〇 居宅訪問型児童発達支援については、現在は利用はありませんが、引き続きサー

ビス内容の周知と提供体制の確保に努めます。 

〇 障害児相談支援についても、発達サポートセンター「はぴあ」等の市の相談窓口

と、各障害児相談支援機関との連携を強化し、相談支援体制を充実することにより

件数の増加を見込んでいます。 
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第 章    計画の推進に向けて

１ 進行管理体制の確立 

障害福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など多岐にわたること

から、庁内はもとより、幅広い分野の関係機関等との連携体制を推進していくことが

必要です。 

計画の推進にあたっては、国や県「加東市障害者支援地域協議会」との連携のもと、

市民、ボランティア、民生委員・児童委員、サービス提供事業者、企業、医療関係者

などとのネットワークの形成を図り、障害者が個人としての尊厳にふさわしい日常生

活または社会生活が営めるように支援体制の確保を図ります。 

なお、障害者が日常生活におけるさまざまな問題について、身近な場所で気軽に相

談でき、必要なサービスにつなげていけるよう、関係機関との連携体制を強化すると

ともに、各種の制度を障害者が主体的に選択し、有効かつ積極的に活用していくため

の情報提供体制の充実を図ります。 

２ 計画の点検・評価の方策 

計画は、障害者の生活に必要な障害福祉サービス等の提供の確保に向けて推進され

るものであり、進捗状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取組を進め

ていくことが必要になります。そのため、１年に１回その実績を把握し、障害者施策

や関連施策の動向も踏まえながら分析し、点検・評価を行い、必要があると認めると

きには、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じます。 

なお、本計画の進捗状況の評価結果については、広く市民に公表します。 
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３ 地域での障害者理解を深めるための啓発と協力体制の構築 

地域住民や学校、企業等に対し、障害に対する正しい知識の普及啓発に努め、障害

者理解の促進を図るとともに、共生社会の実現を目指して地域の協力体制の構築に努

めます。 

また、本計画を推進し、障害のある人のニーズにあった施策を展開するためには、

障害者団体をはじめ、ボランティア団体、民生・児童委員、地域関係団体の協力が不

可欠です。地域住民が主体的な地域づくりに取り組むための仕組みづくりを進めます。 

４ 北播磨圏域での連携の方策 

障害のある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制を充実するとともに、障害のある人の生活を地域全体で支える

システムを構築する必要があります。 

一方で、地域生活支援拠点の整備など、本市だけでは困難な取組があるため、北播

磨圏域での実現も視野に入れて、圏域の市町や関係機関と協力・連携を強化し、引き

続き取組を推進していきます。 


